
資料２① 
 

○新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 

平成29年12月11日 

条例第37号 

(目的) 

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)に基づき

規定すべき事項及び法に定めるもののほか住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要

な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止

することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法(第2条第4項を除く。)で使用する用語の例に

よる。 

2 この条例において「住宅宿泊事業者」とは、法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者

であって、その営む住宅宿泊事業が新宿区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」

という。)に存する住宅に係るものであるものをいう。 

(区の責務) 

第3条 区は、第1条に規定する目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に

関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 

2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、警察、消防その他の関係機関と連携する

ものとする。 

(区民の責務) 

第4条 区民は、区が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。 

(住宅宿泊事業者の責務) 

第5条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により届出住宅(法第2条第5項に規定する

届出住宅をいう。以下同じ。)の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなけ

ればならない。 

(宿泊者の責務) 

第6条 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、届出住宅の周辺地域の生活環境に

悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

(周辺地域の住民に対する説明等) 

第7条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次

に掲げる事項について、法第3条第1項の届出をしようとする日の7日前までに、住宅の
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周辺地域の住民(住宅を構成する建築物に居住する者その他の新宿区規則(以下「規則」

という。)で定める者に限る。)に対し、書面により説明しなければならない。 

(1) 商号、名称又は氏名及び連絡先 

(2) 住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること。 

(3) 住宅の所在地 

(4) 住宅宿泊事業を開始しようとする日 

(5) 法第9条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により宿泊者に対し

て説明すべき同項に規定する事項 

(6) 法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務

の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商

号、名称又は氏名及び連絡先 

2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出の際に、併せて、前項の規定

による説明を行った旨及びその内容を規則で定めるところにより区長に報告しなければ

ならない。 

3 住宅宿泊事業者は、第1項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、変更しようとする日の7日前までに、その旨を第1項の住宅の周辺地域の住民に対

し、書面により説明しなければならない。 

4 住宅宿泊事業者は、前項の規定による説明を行ったときは、速やかに、その旨及び内

容を規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。 

(廃棄物の適正処理) 

第8条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 

(苦情等及びその対応の記録) 

第9条 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定により届出住宅の周辺地域の住民からの苦情

及び問合せ(以下「苦情等」という。)に対応した場合には、当該苦情等を受けた日並び

に当該苦情等及び対応の内容を記録し、当該記録を3年間保存しなければならない。 

(住宅宿泊管理業務の委託がされた場合の適用除外及び住宅宿泊管理業者への準用) 

第10条 第5条及び前2条の規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住

宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。 

2 第5条及び前2条の規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿

泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、前条中「法第
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10条」とあるのは、「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。 

(住宅宿泊事業の実施の制限) 

第11条 法第18条の規定により、住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条

第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住

居専用地域及び第2種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)においては、月曜日の正

午から金曜日の正午までは、住宅宿泊事業を実施することができない。 

2 届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたる場合において、当該

敷地の過半が住居専用地域に属するときは、当該敷地は住居専用地域内にあるものとみ

なして、前項の規定を適用する。 

(届出住宅の公表) 

第12条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 所在地 

(2) 住宅宿泊事業者の連絡先 

(3) 第7条第1項の規定による説明が完了した年月日 

(4) その他規則で定める事項 

2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅についての前項第2号の規定の適用について

は、同号中「住宅宿泊事業者の連絡先」とあるのは、「住宅宿泊管理業務の委託の相手

方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先」とする。 

(建物又は土地の提供者等の責務) 

第13条 区内に存する建物(その一部を含む。)又は土地を他人に提供する者は、当該提供

に係る契約(その更新の契約を含む。)の締結に際して、当該建物又は当該土地に建築す

る建物における住宅宿泊事業の実施の可否を当該契約書に記載するよう努めなければな

らない。 

2 区内に存する建物の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)

第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)は、当該建物における住宅宿泊事業の実施の

可否を規約等(同法第30条第1項の規約及び当該規約に基づき定める細則等をいう。)に定

めるよう努めなければならない。 

(規則への委任) 

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 
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(施行期日) 

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第13条の規定は公布の日から、

第7条第1項並びに次項及び附則第3項の規定は同年3月15日から施行する。 

(経過措置) 

2 住宅宿泊事業を営もうとする者であって法附則第2条第1項前段の届出をしようとし、

又はしたものについての第7条第1項の規定の適用については、同項中「法第3条第1項の

届出をしようとする日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。 

3 前項に規定する者は、この条例の施行の日の前日までに、同項の規定により読み替え

て適用する第7条第1項の規定による説明を行った旨及びその内容を同項の規則で定める

ところにより区長に報告しなければならない。 

4 前項の規定による報告を行った者については、第7条第2項の規定は、適用しない。 

 


